
平成２０年１月２３日

お知らせ

高梁川水系水利用協議会
（第２回渇水調整会議）を開催します。

高梁川流域では、昨年秋以降の少雨の影響により、主要６ダムの貯水率

が４０％台まで減少したため、平成１９年１２月１３日に開催した渇水調

整会議の中で「上水道５％、工業用水５％、農業用水１０％」の取水制限

を決定し、１２月２０日午前９時から取水制限及び各ダムの放流量を制御

する統合運用に取り組んできました。

その結果、平成２０年１月１３日午前９時現在で、主要６ダムの貯水率

が６０％を超え、同日１２時（正午）に取水制限を一時解除しました。

その後も断続的な降雨により、１月２３日午前９時現在で貯水率は、

７０．０％まで回復しています。

状況報告 取このような状況を踏まえて 高梁川水系水利用協議会では、 、 （

するため、下記のとお水制限開始以降）と、今後の対応方法について協議

り第２回渇水調整会議を開催します。

日 時 ： 平成２０年１月２５日（金）午後２時より

場 所 ： 岡山県備中県民局 会議棟１階会議室

内 容 ： 別紙のとおり

お 問 合 せ 先

＜高梁川水系水利用協議会事務局＞

国土交通省 中国地方整備局

岡山河川事務所 TEL：(０８６)２２３－５１０１代表

管理第一課長 三輪 雅夫 （内線３３１）

上席専門職 安藤 政司 （内線３３０）



（別 紙）

高梁川水系水利用協議会（第２回渇水調整会議）

日 時 ： 平成２０年１月２５日（金）１４：００～１５：００予定

場 所 ： 岡山県備中県民局 会議棟１階会議室

（倉敷市羽島１０８３）

主要議事 ： １）高梁川流域内降水量・河川流量・ダム貯水量の現状について

２）今後の降水量等の見通しについて

３）ダム及び渇水対策の効果について

４）今後の渇水対策について（案）



　　　高梁川水系水利用協議会　関係機関

関係機関名 委員職名

◎ 国土交通省岡山河川事務所 事務所長

岡山県　保健福祉部 生活衛生課長

岡山県　農林水産部 耕地課長

○ 岡山県　土木部 河川課長

○ 岡山県　企業局 施設課長

新見市　建設部 上水道課長

高梁市　産業経済部 水道課長

○ 倉敷市　水道局 局長

岡山県南部水道企業団 企業長

備南水道企業団 事務局長

岡山県西南水道企業団 事務局長

岡山県広域水道企業団 事務局長

倉敷市　経済局 経済局参与

湛井十二箇郷組合 管理者総社市長

○ 湛井十二箇郷組合議会 議長

上原井領土地改良区 理事長

高梁川東西用水組合 管理者倉敷市長

総社市　産業建設部 耕地課長

上成乙島用水組合 倉敷市玉島支所産業課長

笠岡湾干拓土地改良区 理事長

浅口市　寄島総合支所 産業建設課長

カルピス(株)　岡山工場 工場長

㈱クラレ　倉敷事業所 総務部長

中国電力(株)　流通事業本部 倉敷電力所 倉敷制御所長

高梁川用水土地改良区 理事長

　　　合　計　　２５　機関

※ 平成１９年７月２４日　設立

※ ◎は会長、○は副会長


